
 

独立行政法人国立文化財機構契約監視委員会（令和２年度第 2回）議事概要 

 

開催日及び場所 令和 3年 6月 16日（水） 

東京国立博物館平成館第２会議室 

 

出 席 委 員 

（敬称略） 

 

 

 

○委員長 

 原田 一敏（ふくやま美術館 館長／東京藝術大学 客員教授）※ 

○委員 

西浦 忠輝（特定非営利活動法人文化財保存支援機構 副理事長） 

上野 憲一郎（株式会社三越伊勢丹MD統括部美術営業部  

計画担当部長）※ 

山田 美代子（公認会計士）※ 

中元 文德（独立行政法人国立文化財機構 監事） 

※オンライン参加 

 欠 席 委 員 久留島 典子（独立行政法人国立文化財機構 監事） 

 ※事前に書面にて点検。 

審 議 対 象 期 間 令和 2年 10月 1日～令和 3年 3月 31日 

※令和 3年 4月１日～令和 3年 9月 30日（随意契約見込）を含む。 

個 別 審 査 対 象 案 件 220件 ○議 事 

１．令和 2年度（10～3月期）契約点検（前回競争性のない随

意契約） 

２．令和 2年度（10～3月期）契約点検（前回一者応札・一者

応募） 

３．令和 2年度（10～3月期）契約点検（競争性のない随意契

約） 

４．令和 2年度（10～3月期）契約点検（一者応札・一者応募） 

５．令和 2年度（10～3月期）契約点検（その他案件） 

６．令和 3年度（上半期見込）契約点検（前回競争性のない随

意契約） 

７．令和 3年度（上半期見込）契約点検（競争性のない随意契

約） 

８．令和 2年度独立行政法人国立文化財機構調達等合理化計画

の自己評価について 

９．令和 3年度独立行政法人国立文化財機構調達等合理化計画

の策定について 

 

 

令和 2年度（10～3月期）契約

（前回競争性のない随意契約） 

6件 

令和 2年度（10～3月期）契約

（前回一者応札・一者応募） 

24件 

令和 2年度（10～3月期）契約

（競争性のない随意契約） 

79件 

令和 2年度（10～3月期）契約

（一者応札・一者応募） 

54件 

令和 2年度（10～3月期）契約

（その他案件） 

57件 

令和 3 年度（上半期見込）契

約（前回競争性のない随意契

約） 

2件 

令和 3 年度（上半期見込）契

約（競争性のない随意契約） 

3件 

※委員からの意見・質問、それに対する回答、及び審議総括については、【別紙１】のとおり



 

【別紙１】 

 

質 問 ・ 意 見 回 答 

（報告事項） 

２．令和 2年度契約実績について 

 

１．令和 2 年度（10～3 月期）契約（前回競争性

のない随意契約）の点検 

（１）該当の契約 6件について 

・交通広告については、前回言ったとおり、費用

対効果を考え次年度以降どうするかを精査して

ほしい。 

 

（２）総括 

・令和 2 年度（10～3 月期）契約（前回競争性の

ない随意契約）について、妥当であると判断す

る。 

 

２．令和 2 年度（10～3 月期）契約（前回一者応

札・一者応募）の点検 

（１）該当の契約 24件について 

・九州国立博物館で一者応札となっている案件が

多いのはなぜか。 

 

・1件でも減らせるように全体的な取り組みをした

方がよい。 

 

（２）総括 

・令和 2年度（10～3月期）契約（前回一者応札・

一者応募）について、妥当であると判断する。  

 

３．令和 2 年度（10～3 月期）契約（競争性のな

い随意契約）の点検 

（１）該当の 79件について 

 

 

 

 

 

 

・来館者が何を見て来たかというのを踏まえて今後

どうしていくか検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・九州国立博物館の機器保守点検業務で一者応札案

件が多くなっている。専門性の高い機器なので一

者応札となったと考えられる。 

・引き続き仕様の見直し、公告期間の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・高精細複製品の制作目的は何か。 

 

 

・金額が高いので、どういう価値があって契約し

ているのかを説明する必要がある。 

・貸出の実績はあるか。 

 

（２）総括 

・令和 2 年度（10～3 月期）契約（競争性のない

随意契約）について、妥当であると判断する。 

 

４．令和 2 年度（10～3 月期）契約（一者応札・

一者応募）の点検 

（１）該当の契約 54件について 

・公告期間が短期になった理由として新型コロナ

の影響をあげているものがあり、これは致し方

ないと思うが、今後はどのように改善するのか

を明記した方がよい。 

・公告期間が 20日以上となるよう取り組んでほし

い。 

 

（２）総括 

・令和 2 年度（10～3 月期）契約（一者応札・一

者応募）について、妥当であると判断する。 

 

５．令和 2年度（10～3月期）契約（その他案件）

の点検 

（１）該当の契約 57件について 

特段の質問事項なし 

 

（２）総括 

・令和 2年度の（10～3月期）契約（その他案件）

について、妥当であると判断する。 

 

・本物を持っていくことが難しい地方や教育現場な

どに展開して、若年層を含む多くの方に文化財に

興味を持ってもらうなどの目的がある。 

 

 

・地方の博物館や民間企業等に貸し出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．令和 3 年度（上半期見込）契約（前回競争性

のない随意契約）の点検 

（１）該当の契約 2件について 

 特段の質問事項なし 

 

（２）総括 

・令和 3 年度（上半期見込）契約（前回競争性の

ない随意契約）については、妥当であると判断

する。 

 

７．令和 3 年度（上半期見込）契約（競争性のな

い随意契約）の点検 

（１）該当の契約 3件について 

特段の質問事項なし 

 

（２）総括 

・令和 3 年度（上半期見込）契約（競争性のない

随意契約）については、妥当であると判断する。 

 

８．令和 2 年度独立行政法人国立文化財機構調達

等合理化計画の自己評価について 

（１）自己評価について 

・毎年、競争性のない随意契約の金額割合は目標

を上回ってしまっているが、目標に近づくよう

引き続き取り組んでほしい。 

 

（２）総括 

・令和 3 年度独立行政法人国立文化財機構調達等

合理化計画の自己評価については、妥当である

と判断する。 

 

９．令和 2 年度独立行政法人国立文化財機構調達

等合理化計画の策定について 

（１）策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 特段の質問事項なし 

 

（２）総括 

・令和 3年度独立行政法人国立文化財機構調達等 

合理化計画の策定については、妥当であると判 

断する。 

以上 

 


